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●加木屋地区では、令和４年度（2022 年度）に地域の将来像「かぎや将来ビジョン」
を策定し、その実現に向けて様々な活動を展開しています。 

●令和６年度（2024 年度）からは、地域課題の解決や活力の創出につながる取組を行
うための活動拠点のあり方について検討しています。 

●第３回は 10月 26日（土）に開催しました。（参加者 1３名） 

引き続き、地域の合意形成を積み重ねながら検討を進めます。 

新たな活動拠点の機能や活用方法をみんなで描く！ 

●第２回で確認した地域密着型施設（市民館・児童館・敬老の家）の「良い点・気になる
点」をふまえ、第３回では「新しい施設での活動や期待する役割」のアイデアを出し合
い、地域の将来像を実現するために「必要となる機能や条件」について考えました。 

参加者のみなさんからいただいたアイデア 

新しい施設での活動や期待する役割 （抜粋） 必要な機能や条件 （抜粋） 

共通 

［居場所・ 

多世代交流］ 

●転入者も加木屋の情報が入手できる 

●休憩や涼みに来れる 

●相撲や野球のテレビ観戦がしたい 

●飲食がしたい（多世代交流） 

●シニアの得意技を通じた子どもとの交

流 

●地域のサークル活動等の情報掲示板 

●多目的休憩スペース 

●日陰がある屋外設備 

●テレビ、プロジェクター 

●飲食等の利用ルール 

コミュニティ、 

町内会・ 

自治会 

［地域活動・拠点］ 

●気軽に集まり意見交換や交流がしたい 

●コミュニティ等の総会で利用したい 

●コミュニティ、町内会・自治会やボラ

ンティア専用の部屋 

●スタッフが気持ちよく働ける事務ス

ペース 

未就学児・ 

保護者 

●育児等の悩みを相談したい 

●子どもの送迎時にママ友とおしゃべり

（井戸端会議）がしたい 

●子どもを見守るボランティアがいる 

●相談に対応できる部屋 

●車の来ない安全な井戸端会議スペース 

●おむつ交換台、授乳室 

●ベビーカーを置くスペース 

子ども・ 

若者 

●子どもが自由に黒板に絵を描くことが

できる 

●こども食堂 

●卓球で小中高生が交流できる 

●黒板（ホワイトボード） 

●調理ができる場所 

●子どもが走り回れる屋根付きの屋外

スペース 

高齢者 
●パソコンやスマートフォンの使い方等の

相談がしたい（中高生が講師） 

●歩行が難しい人も利用できるように手

すりやスロープの整備 

地域住民 

（個人） 

●良いマスターとカフェ運営（高校生、大

学生の経験の場としてもよい） 

●カフェスペース 

●調理ができる場所 
            

 

地域の活動拠点のあり方を考えています！ 

連 絡 先：東海市市民協働課    電話：052-603-2211                Email 
0562-33-1111（内線 152、156）   chiiki@city.tokai.lg.jp 

本取組に関するご質問等は下記までお問い合わせ下さい 


